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度研究テーマ一覧「高等学校での効果的な知
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産業財産権制度問題調査研究

■国内ヒアリング調査
高等学校（23者）

教職員が主体となる組織（3者）

2

調査の俯瞰図

背景
高等学校で新学習指導要領に基づく教育課程が開始されるところ、それに対して知財創造

教育が貢献できる可能性が高まってきている。
しかしながら、知財創造教育に取り組んでいる高等学校は多くなく、その存在や有用性が

十分に認知されていない状況である。

まとめ
• 知財創造教育は、高等学校としてこれから目指していく方向性に対して、理念はもちろん

のこと、学習指導要領の記載と照らし合わせても親和性のあるものである。
• 高等学校での効果的な知財創造教育の普及・実践に向けた環境整備に際しては、教職員が

知財創造教育のことを認知してから実践するまでの各段階を動線としてつなげられるよう
な仕掛けづくりが求められる。

■委員会
委員長：木村 友久（帝京大学 共通教育センター センター長・教授）

委員：５名

■コンテンツ作成
教材・ワークシート、指導案、手引き、チラシ、コンテンツリスト

■公開情報調査

目的
こうした現状を踏まえて、高等学校での知財創造教育を普及促進するための基礎検討を行

い、あわせて普及に資するコンテンツの検討・作成を行うことが本調査の目的である。
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産業財産権制度問題調査研究１．本調査研究の背景・目的

4

⚫ 令和４年度より、高等学校では新学習指導要領に基づく教育課程が
開始。

⚫ 新学習指導要領で掲げられている資質・能力「学びを人生や社会に
生かそうとする学びに向かう力・人間性等の涵養」、「生きて働く
知識・技能の習得」、「未知の状況にも対応できる思考力・判断
力・表現力等の育成」に対して、知財創造教育が貢献できる部分は
大きい。

⚫ しかしながら、知財創造教育に取り組む高等学校は多くなく、認知
度は未知数。

⚫ 知財創造教育の存在や有用性が、高等学校現場において十分に周知
されていない可能性がある。

背景

調査
目的

⚫ 高等学校における知財創造教育の普及を推進する施策の方向性を検
討するための基礎情報を調査。

⚫ 高等学校での知財創造教育普及に資するコンテンツ等の検討・作成。



産業財産権制度問題調査研究２．本調査研究の実施方法
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公開情報
調査

国内
ヒアリング

調査

目的：高等学校の新学習指導要領と知財創造教育の関連性や、既存の類似事
例等を分析・把握

内容：新学習指導要領や各種調査報告書、書籍、論文、WEBサイト等を中心
に実施

目的：新学習指導要領実施に際しての関心や課題、知財創造教育的な取組の
実践状況、知財創造教育の普及に対する意見等を把握

内容：新学習指導要領実施に関する課題、総合的な探究の時間・課題研究等
に関する実践状況・課題、創造性涵養を意識した取組、授業での知的
財産に関する内容の取扱い、知財創造教育の普及等に関する意見
※具体的なヒアリング調査項目は後述

対象：高等学校の管理職もしくは教諭（23者）
教職員を中心に構成される組織（3者）

１

２



産業財産権制度問題調査研究２．本調査研究の実施方法
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コンテンツ
作成

目的：高等学校の新学習指導要領を念頭に置き、公開情報調査やヒアリング
調査の結果等を踏まえながら、高等学校の現場で活用され得るコンテ
ンツを作成することで普及の一助とする

内容：授業で使用する教材・ワークシート、指導案、手引き、チラシ、コン
テンツリスト

委員会に
よる検討

委員長：木村 友久 （帝京大学 共通教育センター センター長・教授）

委員 ：糸乗 前 （国立大学法人滋賀大学 教育学部 教授）
井上 浄 （株式会社リバネス 代表取締役副社長 CTO）
斉藤 明日香（福岡市立博多工業高等学校 教諭）
村上 靖幸 （実教出版株式会社 生産管理部長）
𠮷田 拓也 （東大寺学園中学校・高等学校 教諭）

※委員は五十音順

３

４



産業財産権制度問題調査研究２．本調査研究の実施方法
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ヒアリング
調査項目

①新学習指導要領実施に際して、授業・教材づくりに関する課題として考え
られること

②総合的な探究の時間・課題研究、教科横断的な取組、アクティブ・ラーニ
ングの実施状況

• それぞれの実施状況
• 実施に際して課題と感じていること、困っていること

③創造性の涵養について
• 創造性の涵養を意識した授業の実施状況
• 創造性の涵養と言う視点を授業へ取り入れる際に障壁となること

④知的財産権（著作権・特許権・意匠権・商標権）に関する事項の取り扱い
について

• 知的財産権を授業で扱った経験の有無

⑤知財創造教育について
• 知財創造教育と聞いた際に、どのようなイメージを受けるか？
• 知財創造教育のコンセプトは、高等学校教育に対してどのように貢献
できそうか？

• 知財創造教育もしくはそれに類する取組をこれまで実施していたか？
• 知財創造教育を、多くの高等学校教職員に知ってもらい、実践しても
らうためにはどのような方策が有効であると思われるか？



産業財産権制度問題調査研究３．調査結果 3.1.知財創造教育の普及フレームワーク
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⚫ 教職員の知財創造教育に関する意識・行動変化を、「認知」「関心」「調査」「実
行」「共有」というプロセスに分けたうえで、各プロセスにおける実態や課題、有効
な実践例等を調査した。

⚫ 各種調査結果の概略を整理すると、以下のように表現でき、今後このプロセスを導線
としてつなげていくような施策検討が必要であるという示唆が得られた。

知財創造教育の
ことを認知する

知財創造教育に
興味を持つ

知財創造教育の
ことを調べる

知財創造教育に
取り組む

知財創造教育の
成果を共有する

教育委員会

校長会

研究会

教育事業者

教
職
員
が
認
知

教職員への
研修

コンセプトの明確化
無償コンテンツ

私的コミュニティ

教職員の
関心事項との紐づけ

大会・コンテスト

情報が集約された
プラットフォーム

意欲増幅

• 高等学校教育の方向
性との合致

• 学習指導要領との合
致 ／等

• 総合的な探究の時間・
課題研究

• 教科横断的な取組 ／等

• YouTube

• SNS ／等

• 教材

• ワークシート

• 指導案

• 動画
インフルエンサー

私的
コミュニティ

教職員の共感

教職員にとってのメリット

教職員の意欲増幅 教職員の試行

実践の参考

実践例公開

教
職
員
に
よ
る
実
践

取組の拡散



産業財産権制度問題調査研究３．調査結果 3.2.知財創造教育の「自分事」化
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⚫ 高等学校を対象にした知財創造教育の情報は、既に各所において公開されているとこ
ろであるが、十分に認知されていないのが現状である。

⚫ ヒアリング調査結果等によれば、教職員が新たな関心等に関する情報源として、教育
委員会や校長会、研究会、私的コミュニティ、教育事業者、教職員研修機構等を挙げ
る声が複数挙がっており、既存の情報をこうしたルートで流していくことの有用性が
示唆された。

教職員が知財創造教育のことを認知するための環境整備イメージ

内閣府知的財産戦略推進事務局
WEBサイト

特許庁WEBサイト

日本知財学会知財教育分科会

日本弁理士会

地域コンソーシアム

日本教育学会

教育委員会 校長会

研究会 私的コミュニティ

教育事業者 教職員への研修

教職員

知財創造教育
に関する
情報源

新たな関心や
取り組むべき事項
に関する情報源

十分に認知されていない

教職員との接点
が多い、こうした
情報源と連携で
きないか？



産業財産権制度問題調査研究３．調査結果 3.2.知財創造教育の「自分事」化
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新学習指導要領の実施に関する
高等学校教育現場の関心・課題

持続可能な社会の創造・
SDGsに関する教育

総合的な探究の時間・課題研究

教科横断的な取組

ICT活用

観点別評価

聴取した意見の概略（例）

☺SDGsについては、高等学校全体で注目されている
テーマの一つ

☺SDGsに触れたテーマの教材であれば、多くの高等
学校への展開可能性は高い

☺体系的なプログラムを設計して実施している

☹探究テーマの設定や教職員の指導スタンスに課題

☺実施する時間を工夫して捻出して取り組んでいる

☺授業で各種WEBコンテンツを活用している

☹準備に負荷がかかるほか、評価規準の設定に課題

⚫ 令和４年４月からの新学習指導要領実施にあたり、ヒアリング調査結果等によれば、
現場の教職員が有する関心・課題認識として、「持続可能な社会の創造・SDGsに関す
る教育」「総合的な探究の時間・課題研究」「教科横断的な取組」「ICT活用」「観点
別評価」等を指摘する声が多く挙がった。

☹各教科の進度や教職員の意識差により思うように
取り組めていない

☹事務連絡での利用に留まり、授業で活用できてい
ない教職員も多い



産業財産権制度問題調査研究３．調査結果 3.2.知財創造教育の「自分事」化
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⚫ 高等学校教職員の関心を高めるためには、教職員の共感を喚起することが重要である。
高等学校の学習指導要領解説を、知財創造教育の構成要素を念頭に置きながら分析し
たところ、各教科において下図のような関連性を確認できた。

⚫ 特定の教科だけが知財創造教育と関連するものではなく、高等学校教育全体として知
財創造教育との関連性が少なからずあるという示唆が得られた。

教育で求められる三つの柱
知識・

技能

知財創造教育視点での整理（大）

知財創造教育視点での整理（中） 知識

知財創造教育視点での整理（小）
身の回り・

生活

社会・産

業

社会課題

解決

技術課題

解決

生活の課

題解決

姿勢・マイ

ンド
論理

創造的な

表現
知財知識 自他文化 伝統

他者との

協働
尊重態度

社会ニー

ズ
健康 身の回り 地域社会

グローバル

社会
情報社会

国語 ● ●
地理歴史 ● ●
公民 ● ● ●
数学 ● ● ●
理科 ● ● ●
体育 ● ● ●
芸術 ● ● ● ● ● ●
外国語 ● ● ●
家庭 ● ● ● ●
情報 ● ● ● ● ●

理数探求

農業 ● ● ●
工業 ● ● ● ● ● ●
商業 ● ● ● ● ●

総合的な探究の時間 ● ● ● ● ● ● ● ●

社会

創造性 尊重 社会を豊かに

思考力・判断力・表現力 学びに向かう力・人間性

課題発見 課題解決 伝達 文化 協働・尊重 よりよい生活

高等学校学習指導要領から見る知財創造教育との関連性



産業財産権制度問題調査研究３．調査結果 3.3.知財創造教育の「実践」
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⚫ 高等学校の教職員が授業や教材の設計を行う際には、インターネットを活用して情報
収集するケースが多く、また積極的に他の教職員による実践事例を参考にしている様
子が見受けられた。

⚫ したがって、今後高等学校における知財創造教育の実践に資する環境整備のためには、
実践事例等のさらなる創出や情報が集約された場所の整備が有効であると考えられる。

⚫ 一方、高等学校の教職員が知財創造教育的な取組を実践する上で、様々な課題が指摘
されており、こうした点の解決も視野に入れておく必要がある。

定義があいまい 授業に入れにくい

生徒の知識・
スキル不足

教科・科目の
趣旨とあわない

生徒の姿勢
外部との接点が

不足

教職員の知識・
スキル不足

時間の制約

知財創造教育的な取組を実践するうえでの課題授業・教材の設計プロセス例

インターネット上
の情報

他校での
実践事例

情報収集

授業・教材の設計

授業実践



産業財産権制度問題調査研究３．調査結果 3.4.知財創造教育がカバーする領域
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⚫ ヒアリング調査結果等によると、知財創造教育のイメージがわかないという意見や、
知的財産権のことを学ぶ教育であるという狭いイメージを持たれる例があった。こう
したイメージを払拭することを目的として、知財創造教育がカバーする領域について
の検討を行い、以下に示すモデルとして整理した。

ボーダレスに考える（国境、学問分野、学年、等）

創造性 尊重 社会を豊かに
構成要素
（大）

構成要素
（中）

解決策・アイデアを
考える

課題を見つける

アイデアを
表現する・伝える

既存のアイデアを
尊重する

人間の心を尊重する
（感性を養う）

他者の強みを尊重する
（他者と協働する）

持続可能な「社会・
文化」に貢献する

自他の暮らしや人生を
豊かにする

「未来」に貢献する

知財創造教育を構成する要素



産業財産権制度問題調査研究４．コンテンツの作成 4.1.コンテンツの考え方
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教科横断
の視点

⚫ 調査結果等を踏まえ、高等学校において活用し得るコンテンツ作成を実施した。
⚫ 作成するコンテンツの考え方として、高等学校現場での関心・課題認識等を考慮し、

教科横断やSDGs、探究等の視点を中心とし、その中で適宜価値づくり・知財創造的な
要素を組み込むという方針を持って作成に取り組んだ。

コンテンツ作成のコンセプト



産業財産権制度問題調査研究４．コンテンツの作成 4.2.作成したコンテンツ
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⚫ 主に総合的な探究の時間・課題研究を主たるターゲットとした10のコンテンツで構成
されるパッケージを作成した。

⚫ あわせて、当該パッケージにおさまらない領域を、個別教科での活用を想定した補強
教材と位置づけ、追加で４つのコンテンツを作成した。

2 健康と人類
~SDGsの今昔未来物語~

（ナイチンゲール）

5 人々の不平等

3 水と人類

１私と世界の幸せ

4 食と人類

6 人々の多様性
~SDGsの今昔未来物語~

（ココ・シャネル）

7 人々の包摂

8 世界を豊かに
~SDGsの今昔未来物語~

（渋沢栄一）

中間活動１
（探究アイデアづくり）

中間活動２
（先人のSDGs抄録）

中間活動３
（私とSDGs）

9 世界をグリーンに

10 世界を健やかに

真実を見る！
～健康・水・食とデータ～

その人生は美しい？
～多様性とデザイン～

善で未来に挑む
～科学とビジネス～

尊重
課題発見

＋解決策検討
＋アイデア表現

世界とSDGs
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⚫ 高等学校現場で使えるコンテンツという考え方を意識し、各コンテンツについて教材と
ワークシートおよび指導案をセットにしたものとして作成した。

教材例 ワークシート例

指導案例
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⚫ 高等学校の教職員が本コンテンツを使用する際に、趣旨や活用イメージ等を総論的に理
解するための補助ツールとして、活用の手引きを作成した。
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知財創造教育の
カバーする領域

⚫ 知財創造教育という言葉に対してネガティブな印象を持たれる
ケースや、「何を志向する教育なのかイメージがわかない」と
いうケースは散見されるところである。

⚫ 知財創造教育がカバーする領域について「創造」「尊重」「社
会を豊かに」という構成要素を、さらに細分化することによっ
て、どの教科でどのように関連するかを明確にしていく必要が
ある。

⚫ 細分化した知財創造教育の構成要素をモデルとして、今後様々
な教科での実践を増やしたり、知財創造教育を実践することに
よって見られる効果を明らかにしていくことが必要となる。

高等学校での普及・
実践に向けた
環境整備

⚫ 高等学校での知財創造教育普及・実践に資する基礎情報の検討
を行うにあたり、大きく認知・関心・調査・実践・共有という
段階に分けて実態や課題を整理することが必要である。

⚫ 最終的には、認知から実践・共有までの動線をつなげられるよ
うな環境整備が求められるところである。

⚫ 本調査研究では、高等学校教育現場のニーズを踏まえたコンテ
ンツを作成したところであり、今後これをいかに普及材料とし
て活用できるか、というところが重要となる。
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